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１６ 鳥獣被害の推移と対策 

 
（１）鳥獣被害の推移 

 

  ア 中部管内の捕獲頭羽数（有害鳥獣捕獲）の推移 
 

 

 
 
イ 中部管内の鳥獣被害金額の推移 
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    □資料：農業振興課調べ 
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（２） 被害防止対策 

 ア 鳥取県鳥獣被害総合対策事業（単県）(平成２９年度) 
   ①侵入を防ぐ対策   
    イノシシ等侵入防止柵(電気柵、ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵等)への助成（県 1/3、市町 1/3） 
      ②個体数を減らす対策 
        捕獲班員の育成確保、有害鳥獣の捕獲に係る委託料等への助成（県 1/3、市町 1/3） 
        イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア等への捕獲奨励金の交付（県 1/2、市町 1/2） 
   ③集落づくり推進支援対策 
      集落単位で行う、現地調査、研修会、検討会、侵入防止柵の見回り・修繕等への助成 
    （定額補助、補助率 県 1/2、市町 1/2、補助上限額 300 千円、） 

 
イ 鳥取県鳥獣被害防止総合対策交付金（国費）（平成２９年度） 

      ①推進事業（国 1/2 又は１市町当たり 200 万円以内） 
       地域協議会の会議開催、箱わな・くくりわな・囲いわな・誘導捕獲柵わなの導入等 
      ②整備事業（国 1/2、55/100 又は定額） 
       鳥獣被害防止施設(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ柵･電気柵等)の設置、捕獲鳥獣の処理加工施設等の整備 

 
 ウ 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金（国費）（平成２９年度） 
      ①推進事業（国定額） 
       有害鳥獣の捕獲許可を受けて捕獲したニホンジカの捕獲に要した経費等 
      ②整備事業（国 1/2、55/100 又は定額） 
       既に設置されている被害防止施設の機能向上に要する経費 

 
【事業実績等】                                                       (単位：千円) 
項目(単位) 倉吉市 三朝町 湯梨浜町 琴浦町 北栄町 H29合計
国庫事業費(千円) 8,376 3,804 7,179 216 520 20,095
単県事業費(千円) 22,564 5,743 7,956 6,731 1,491 44,485
県補助金(千円) 8,159 2,591 3,062 2,338 563 16,713
ワイヤーメッシュ柵(ｍ) 7,930 1,500 5,176 780 222 15,608
電気柵(基) 97 7 104 20 0 228
奨励金(頭) 450 429 279 403 88 1,649

※国庫事業は１００％国庫負担  


